
○サイバーセキュリティ月間とは
ＩＴの恩恵を享受する一方で、不正アクセスやコンピュータウイルスによる情報流

出、インターネットバンキングでの不正送金、インターネットオークション・ショッ
ピングサイトを利用した詐欺事件など、新たな手口の犯罪が次々と生まれています。

そのため政府では、国民一人ひとりがサイバーセキュリティへの関心を高め、必要
な対策をとることができるよう、

毎年2月1日から3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」
として、関係機関とともにその普及啓発を強化しており、警察においても犯罪被害の
防止をはじめとしたサイバーセキュリティに関する広報啓発活動を推進しています。

○サイバーセキュリティ対策９か条

（１）ＯＳやソフトウェアは常に最新の状態にしておこう
（２）パスワードは長く複雑にし、機器やサービス間で使い

回さないようにしよう
（３）多要素認証を利用しよう
（４）偽メールや偽サイトに騙されないように用心しよう
（５）メールの添付ファイルや本文中のリンクに注意しよう
（６）スマートフォンやＰＣの画面ロックを利用しよう
（７）大切な情報は失う前にバックアップ（複製）しよう
（８）外出先では紛失・盗難・覗き見に注意しよう
（９）困った時はひとりで悩まず、まず相談しよう

町役場や金融機関を騙る詐欺の電話に注意！

最近、役場や金融機関の職員を騙る詐欺
の電話が各家庭にかかってきています。

「還付金が戻る」「口座番号、暗証番号
を教えて」は詐欺です。

まずは一旦電話を切り、家庭や警察に相
談してください。
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